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第6回変更

令和5年12月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 149.3 ha

令和 2 年度　～ 令和 6 年度 令和 2 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

% 令和元年度 令和6年度

人 令和元年度 令和6年度

・主要施設の周辺整備･改善により、交通アクセス条件を向上させ、安心･安全な暮らしやすい生活環境を整える。
・人々が集い、交流し、魅力と活力が生まれるまちづくりを目指す。

都道府県名 徳島県 三好市 池田地区

計画期間 交付期間 6

　三好市は、平成18年3月1日に、4町2村が合併し、徳島県の最西部、四国のほぼ中央に位置する、四国一の面積を有する市として誕生した。平成20年3月に三好市の最上位計画である「三好市総合計画」（平成25年3月に基本計画の見直しを実施）を策
定、平成30年8月には「第２次三好市総合計画」を策定し、“自然が生き活き、人が輝く交流の郷 三好市”を基本理念として、その実現に向けて取り組んでいる。
　本地域は中心市街地を擁し、本市の中で唯一都市計画区域が設定されていることや盆地で形成されている地形的特徴を有することから、旧来よりコンパクトなまちづくりが進められてきた。平成25年3月には、「三好市総合計画」で示された将来都市像に
即しつつ、都市計画の側面から実現化していくことを目指し、ワークショップやパブリックコメントで市民の意見を取り入れた「三好市都市計画マスタープラン」が策定され、地域づくりが進められつつある。
　また、東日本大震災を契機として、南海トラフの巨大地震をはじめとした震災や近年の異常気象による水災害など、自然災害に対する安心・安全の確保は急務となっている。これまで、災害対策基本法などに基づき平成20年3月に市内7か所で意見交換
会を開催し、市民から意見を集め「三好市地域防災計画」を策定するとともに、地域防災計画を簡略化した「三好市総合ハザードマップ」を全世帯に配布し、災害予防の推進、災害復旧・復興の支援及び学校施設等の防災対策などに組んでいる。自主防災
組織の強化も図っており、組織率は90.8％（H30年4月1日現在）となっているところであるが、今後大規模地震の発生を踏まえた防災・減災機能の強化を一層図る必要がある。
　市の人口は平成17年の国勢調査時には34,103人であったが、平成27年の国勢調査時では26,836人へと減少している。合併以降、急激な人口減少が進行していることから、「三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成28年3月に策定（平成29年6月に
改訂）し、本市の豊かな自然環境と独自の景観を保全しながら日常生活における快適性とやすらぎを感じられる地域づくりを進めるとともに、美しい景観や歴史文化など地域固有の資源を活用した観光振興により三好市を訪れる交流人口を拡大させ、その
中から三好市に興味を持ったリピーターなどを関係人口につなげ、さらに、将来的には定住人口へつなげる考えのもと、それぞれの対象に応じた施策を行うことによって転出抑制・転入促進につなげ、急激な人口減少を緩和できるよう取り組んでいるところ
である。

・総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が既に41％を超え、全国より進んでいることから、高齢者が住み慣れた地域で、安心・安全に暮らせるまちづくりが求められている。（第２次総合計画）
・人口減少により共助の担い手不足の進行、地域力の低下、空き家の増加などの地域課題を抱えており、日常生活における移動手段の確保など定住促進に向けた施策に取り組むことで、持続可能な地域づくりを進めていく必要がある。（第２次総合計画）
・公共交通は、他の交通手段を持たない人々にとって欠かせない交通手段として重要な役割を果たしており、公共交通サービスの充実と利用者の需要に応じた運行体制の改善を実施、要請する必要がある。（第２次総合計画）
・都市施設の整備や公共交通の運行が効果的になるよう、事業の集約化の実施や、利用者のニーズを見極めた公共交通の運行を実施するなどとともに、山間地域においては、地域の再編も見据えた効率的なまちづくりを検討する必要がある。（都市計画
マスタープラン）
・中心市街地で賑わいを取り戻すとともに、三好市の幹線道路から生活関連道路までの市内道路網や公共交通を見直し、都市の利便性を向上させる必要がある。（都市計画マスタープラン）
・東海・東南海・南海の地震連動や中央構造線・活断層地震が危惧されていることに加えて、近年にも豪雨、土砂災害、豪雪等に見舞われていることから、自然災害への防災・減災対策は重要な施策として取り組む必要がある。（第２次総合計画）
・公園緑地は、市民の憩いと癒しの場やレクリエーションの場としてだけでなく、指定緊急避難場所として防災面の機能も果たすため、恵まれた自然環境を保全しながら、地域の特性を活かした個性ある公園の整備や維持管理が求められている。（第２次総
合計画）
・中心市街地においても空き家や店舗の閉鎖などが見られるなど、空洞化が進んでいる。また、建物等が密集し狭隘道路が多く、国道へのアクセス不良も見られるとともに、防災上の課題も抱えており、高齢化社会に対応した成熟した住みよい都市づくりを
進める必要がある。（都市計画マスタープラン）

・市街地については、各種都市機能の集積、都市基盤整備の推進、居住環境の向上を進めることによって、良好な市街地の形成を図るとともに、公共施設や商業施設の集客性を高め、安心・安全で快適な市街地を創出する。また、歴史的景観を保全・継
承し、活用を図る。（第２次総合計画）
・公共交通は利便性や快適性に配慮した適切な運行、旅客サービスの向上などを関係機関に要望するとともに、利用者ニーズに対応した市営バスの運行等により、地域住民に欠かせない交通手段の確保に努める。（第２次総合計画）
・中心市街地で賑わいを取り戻すとともに、三好市の幹線道路から生活関連道路までの市内道路網や公共交通を見直し、都市の利便性を向上させる。（都市計画マスタープラン）
・震災や火災などの災害に対しては、発生後の一時避難場所やそこに至る経路を確保することが重要となる。そのため、市街地や集落においては、普段は市民の憩いの場として、非常時には防災機能を有する公園・緑地や広場等の整備を検討する。特に
池田地域内に見られる住宅密集地については狭隘道路の改善等、災害時の避難路やオープンスペースの確保に努める。（都市計画マスタープラン）

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

三好市内（池田地区）の道路を通行す
るときに危ないと思う割合

市民意識調査等における「三好市内（池田地区）の道路を通行
するときに危ないと思う」という設問に対し、「いつも思う」、
「時々思う」という回答の割合

主要施設周辺の整備により、生活環境の向上を図るため、市民意識調査
等における、池田地区の道路交通に関する設問への回答を指標とした。 64.8% 58.0%

地区内の交流人口数
地区内の主要拠点施設における利用者数 市民の更なる交流を促進するため、拠点施設の入り込み客数増加を目

指す。 22,500 23,600



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針
【基幹事業】

【基幹事業】

その他

方針に合致する主要な事業
整備方針①　主要施設の周辺整備･改善により、交通アクセス条件を向上させ、安心･安全な暮らしやすい生活環境を整える。
・うだつのまちなみや池田総合体育館等の主要施設周辺の道路を整備することで、歩行者及び自転車利用者にとって危険と感じる個所を解消し、快適
性の向上を図る。

道路事業 ・市道（池田総合体育館周辺）改良事業
・市道（うだつのまちなみ周辺）改良事業
・市道（戎子線）改良事業

整備方針②　人々が集い、交流し、魅力と活力が生まれるまちづくりを目指す。
・中心市街地には行政・医療・商業・教育等の様々な機能が集積していることから、生活・文化の拠点として賑わいや交流を更に促進させるため、主要
施設周辺の道路整備など都市空間形成を行う。

道路事業
公園

高質空間形成施設

高次都市施設

・市道（三好市役所周辺）改良事業
・諏訪公園整備事業
・丸山公園整備事業
・市道(上野柳川線)改良事業
・市道（東矢塚上野線）改良事業
・地域利便性施設（仮称）

　　【提案事業】　　事業活用調査　　　・事業効果分析調査



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市再生整備計画事業） 様式（１）-④-２

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 三好市 直 7,860㎡ R2 R3 R2 R5 93.6 93.6 93.6 93.6 －

道路 三好市 直 5,000㎡ R2 R5 R2 R5 110.1 110.1 110.1 110.1 －

道路 三好市 直 5,600㎡ R2 R6 R2 R6 143.9 143.9 143.9 143.9 －

道路 三好市 直 1,170㎡ R3 R5 R3 R4 71.0 71.0 71.0 71.0 －

公園 三好市 直 7,234㎡ R2 R4 R2 R4 300.8 300.8 300.8 300.8 －

公園 丸山公園整備事業 三好市 直 57,000㎡ R5 R5 R5 R5 20.0 20.0 20.0 20.0 －

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設 三好市 直 2,420㎡ R3 R6 R3 R6 52.4 52.4 52.4 52.4 －

高質空間形成施設 三好市 直 640㎡ R4 R4 R4 R4 18.5 18.5 18.5 18.5 －

高次都市施設地域交流センター 三好市 直 1,000㎡ R5 R6 R5 R6 591.9 591.9 591.9 591.9 －

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

住宅市街地 総合整備 事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

エリア価値向上整備事業

合計 1402.2 1402.2 1402.2 0.0 1402.2 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

三好市 直 - R6 R6 R6 R6 5.3 5.3 5.3 5.3

合計 5.3 5.3 5.3 0.0 5.3 …B

合計(A+B) 1407.5
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調
査

事業効果等分析調査 -

まちづくり活
動推進事業

交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

市道(上野柳川線)改良事業

市道（東矢塚上野線）改良事業

地域利便性施設（仮称）

諏訪公園整備事業

市道（うだつのまちなみ周辺）改良事業

市道（三好市役所周辺）改良事業

市道（戎子線）改良事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 1,407.5 交付限度額 563.0 国費率 0.4

交付期間内事業期間
細項目

市道（池田総合体育館周辺）改良事業

統合したB／Cを記入してください



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

池田地区（徳島県三好市） 面積 149.3 ha 区域 池田町ウヱノ、マチ、サラダ、シンマチ、イケミナミの一部

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

主要地方道観音寺池田線

徳島県立三好病院

徳島県西部総合県民局

池田高校

サンライズビル跡地

市立中央図書館

バスターミナル

商業施設

三好市役所

ＪＲ阿波池田駅

三好市役所分庁舎

船井電機跡地

池田総合体育館

駅半径1ｋｍ図

丸山公園

諏訪公園


